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お知らせ掲示板
　
く
ら
し

今月のテーマ

【
事
例
】

　
「
不
用
品
な
ど
何
で
も
買
い
取
る
」

と
女
性
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
来
訪
し

た
の
は
男
性
で
、
用
意
し
た
も
の
を

ざ
っ
と
見
た
だ
け
で「
貴
金
属
は
な
い

か
」と
聞
い
て
き
た
。「
な
い
」
と
言

う
と「
絶
対
に
な
い
か
」と
し
つ
こ
く
聞

い
て
き
た
。
な
か
な
か
帰
っ
て
く
れ

な
い
の
で
諦
め
て
金
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を

売
っ
て
し
ま
っ
た
が
、後
悔
し
て
い
る
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

　
訪
問
し
た
業
者
に
貴
金
属
を
買
い
取

ら
れ
る「
訪
問
購
入
」に
関
す
る
相
談
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
律
で
定
め
ら

れ
た
書
面
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
８
日

間
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま

す
。
契
約
し
た
と
し
て
も
商
品
を
そ
の

場
で
引
き
渡
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
売
却
し
た
く
な
い
場

合
は
き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

買い取られた貴
金属クーリング・
オフできます

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

 （
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎（
63
）７
９
０
０

 

開
設
時
間　

 

平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

駅
西
de
美
味
い
・
上
手
い

な
す
し
お
ば
ら
感
謝
祭

　

那
須
塩
原
の「
美
味
い
」を
舌
で
味
わ
い
、

「
上
手
い
」を
体
で
体
験
す
る
職
業
体
験
型

（
小・中
学
生
向
け
）の
催
し
を
開
催
し
ま
す
。�

　
今
年
は
、
歩
行
者
天
国
と
な
る
駅
前
通
り

を
会
場
に
、
西
那
須
野
商
工
会
と
西
那
須
野

駅
西
口
商
店
会
が
合
同
で
開
催
。
西
那
須

野
の
美
味
し
い
グ
ル
メ
や
職
業
体
験
コ
ー

ナ
ー
、
軽
ト
ラ
市
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▼
と
き　

　
10
月
1
日
㈰　
午
前
11
時
～
午
後
7
時

▼
と
こ
ろ　
西
那
須
野
駅
前
通
り

※
歩
行
者
天
国
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
西
那
須
野
商
工
会　
　
☎（
36
）０
６
９
７

　
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
に
伴
い
、
全
て
の
庁
舎
で
次
の
手
続
き
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
と
き　
10
月
４
日
㈬（
終
日
）

▼
で
き
な
い
手
続
き

○
特
例
転
入
・
転
出
手
続
き

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
領

○�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
住
民
基
本
台
帳

　
犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
相
談
が
近
年
増
加
し
て
い
ま
す
。
飼
い

主
は
次
の
点
に
注
意
し
、
正
し
い
飼
育
を
心

掛
け
ま
し
ょ
う
。

①
犬・猫
の
飼
い
主
は
、愛
情
と
責
任
を
持
っ

　
て
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
飼

　
い
ま
し
ょ
う

②
犬
の
散
歩
の
と
き
は
、
フ
ン
を
入
れ
る
た

　
め
の
袋
を
持
ち
歩
き
ま
し
ょ
う

③
猫
の
飼
い
主
は
室
内
飼
い
を
心
が
け
、
外

　
で
飼
う
場
合
は
自
宅
敷
地
内
に
猫
用
ト
イ

　
レ
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

▼
問
い
合
わ
せ

○
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
８
４
）５
４
５
８

市
役
所
窓
口
で
の
一
部
の

手
続
き
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

犬
・
猫
は
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

10
月
は
不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間

　
不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
引
取
税
の
脱
税
を

目
的
に
、
軽
油
の
代
替
燃
料
と
し
て
灯
油
や

行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
は

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は

滞
納
処
分
前
に
す
ぐ
に
納
付
を

西
那
須
野
創
業
塾
を
開
講
し
ま
す

原
子
力
損
害
賠
償
に
関
す
る

無
料
個
別
相
談
会

　
大
田
原
県
税
事
務
所
で
は
、
自
動
車
税
滞

納
者
へ
の
滞
納
処
分（
勤
務
先
調
査・差
し
押

さ
え
な
ど
）を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
自
動
車
税
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、

大
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
事
情
に
よ
り

す
ぐ
に
納
付
で
き
な
い
人
は
、必
ず
連
絡
し
、

納
税
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
起
業
に
不
安
や
課
題
が
あ
る
人
や
、
新
分

野
に
進
出
し
た
い
事
業
者
な
ど
が
短
期
間
で

創
業
の
知
識
を
得
ら
れ
る
講
座
で
す
。
講
義

だ
け
で
な
く
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
も
行
う
た

め
、
同
じ
起
業
の
夢
を
持
つ
人
同
士
の
情
報

交
換
も
行
え
ま
す
。

▼
と
き　
10
月
４
日
㈬
～
11
月
29
日
㈬
ま
で

　
の
全
９
回

▼
と
こ
ろ　
西
那
須
野
商
工
会

▼
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
市
内
で
創
業
予
定
の
人

②
市
内
に
居
住
し
て
い
る
人

③
事
業
者
で
新
た
な
分
野
に
挑
戦
し
た
い
人

▼
参
加
費　
１
万
円（
初
日
に
支
払
い
）

▼
定
員　
30
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
西
那
須
野
商
工
会　
　
☎（
36
）０
６
９
７

　
原
発
事
故
で
被
害
を
受
け
た
人
を
対
象
に

個
別
相
談
会
を
行
い
ま
す
。
避
難
指
示
区
域

か
ら
の
避
難
者
の「
住
居
確
保
に
か
か
る
費

用
の
賠
償
」に
つ
い
て
、原
発
賠
償
に
詳
し
い

専
門
の
弁
護
士
が
対
応
し
ま
す
。

▼
と
き

　
10
月
８
日
㈰　
午
前
10
時
～
午
後
4
時

▼
と
こ
ろ　

�

大
田
原
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
（
大
田
原
市
本
町
1
‐
２
７
１
６
‐
５
）

▼
対
象

　
原
発
事
故
で
被
害
を
受
け
た
全
て
の
人

▼
費
用　
無
料

▼
申
込
期
限　
10
月
７
日
㈯

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構

　
　
☎
０
１
２
０（
３
３
０
）５
４
０

自動車

預貯金

　
行
政
相
談
と
は
、
国
の
行
政
全
般
に
つ
い

て
の
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
聴
き
、
問
題
の

解
決
や
要
望
の
実
現
を
促
進
し
、
制
度
や
行

政
運
営
の
改
善
に
反
映
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　
相
談
日
は
、
広
報
な
す
し
お
ば
ら
毎
月
20

日
号
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
10
月
の
相

談
日
は
、23
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
秋
の
巡
回
行
政
相
談

▼
と
き

　
10
月
18
日
㈬　
午
前
10
時
～
午
後
2
時

▼
と
こ
ろ　
高
林
公
民
館

※
相
談
料
は
無
料
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課

　
☎（
62
）７
１
０
９

広　告

カ
ー
ド
の
設
定
変
更

○
広
域
交
付
住
民
票
の
発
行

○�

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
証
明
書
発

行
の
利
用
登
録
・
設
定
変
更

○�

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書

の
設
定
変
更

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
市
民
課　
　
　
　
　
☎（
62
）７
１
３
２

労
使
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
で

お
困
り
の
方
へ

　
県
労
働
委
員
会
に
よ
る
労
使
関
係
の
ト
ラ

ブ
ル
に
つ
い
て
の
相
談
会
で
す
。

▼
と
き　
10
月
27
日
㈮　
午
後
１
時
～
７
時

※
相
談
時
間
は
１
人
１
時
間
以
内（
目
安
）。

▼ 

と
こ
ろ　
ト
コ
ト
コ
大
田
原

　
　
　
　
　
（
大
田
原
市
中
央
１
‐
３
‐
15
）

▼
費
用　
無
料

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
予
約
優
先
。

▼
予
約
先
・
問
い
合
わ
せ

○
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
２
８（
６
２
３
）３
３
３
７

暴
力
や
脅
迫
、
不
当
要
求
な
ど
の

ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
へ

　
暴
力
や
脅
迫
に
よ
る
不
当
要
求
な
ど
、
法

的
に
根
拠
の
な
い
要
求
に
は
絶
対
に
応
じ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
を
抱

え
て
い
る
人
は
、「
民
事
介
入
暴
力
一
日
相

談
所
」を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　
11
月
１
日
㈬　
午
後
１
時
～
５
時

▼
と
こ
ろ　
西
那
須
野
公
民
館

▼
対
象　
市
民

▼
費
用　
無
料

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
予
約
優
先
。

▼
予
約
先
・
問
い
合
わ
せ

○
県
暴
力
追
放
県
民
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
８（
６
２
７
）２
６
０
０

▼
差
し
押
さ
え
の
例

▼
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
８
７（
23
）４
１
７
１

重
油
を
混
和
す
る
な
ど
し
て
使
用
す
る
も
の

で
す
。

　
知
事
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
動
車
の
燃
料

と
し
て
灯
油
や
重
油
な
ど
を
使
用
す
る
と
、

罰
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
不
正
軽
油
に
関
わ
っ
た
人
は
全
て
罰
則
の

　
対
象
に
な
り
ま
す

◎
不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
は
、「
不
正
軽

　
油
１
１
０
番
」ま
で
お
願
い
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ

○
栃
木
県
税
事
務
所（
不
正
軽
油
１
１
０
番
）

　
☎
０
２
８
２（
23
）３
８
６
２


